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出
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ラ
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に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
中
学
・
高
校
生
の
卒
業
ク
ラ
イ
シ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
子
ど
も
の
貧
困
」
は
、
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
一

概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
と
し
て
、
平
成
二

十
一
年
十
月
及
び
十
一
月
に
、
経
済
協
力
開
発
機
構
の
計
算
方
法
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
子
供
に
関
す
る
相
対
的
貧
困
率
を

公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
処
分
の
実
情
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、
文
部
科
学
省
が
実
施
し
た

「
平
成
二
十
年
度
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
度
に
経
済

的
理
由
で
高
等
学
校
を
中
途
退
学
し
た
生
徒
の
数
は
二
千
二
百
八
人
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
国
公
私
立
の
高
校
生
を
対

象
と
す
る
奨
学
金
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
公
立
の
高
等
学
校
に
お
け
る
授
業
料
の
減
免
措
置
が
採
ら
れ
、
私
立
の

一



高
等
学
校
に
お
け
る
授
業
料
の
減
免
措
置
に
対
し
て
も
補
助
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
文
部
科
学

省
で
は
、
こ
の
補
助
事
業
に
対
し
助
成
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
厳
し
い
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補

正
予
算
に
お
い
て
は
、「
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
交
付
金
」
と
し
て
約
四
百
八
十
六
億
円
を
計
上
し
、

都
道
府
県
が
実
施
し
て
い
る
奨
学
金
事
業
及
び
補
助
事
業
に
対
す
る
緊
急
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
厚
生
労
働
省
で
は
、「
高
校
生
の
授
業
料
滞
納
に
係
る
生
活
福
祉
資
金
（
教
育
支
援
資
金
）
の
取
扱
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
付
け
社
援
地
発
〇
二
一
二
第
一
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
長
通
知
）
を
各

都
道
府
県
に
発
出
し
、
各
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
さ
れ
て
い
る
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
に
お
い
て
、
平
成
二

十
一
年
度
に
限
り
、
高
等
学
校
の
授
業
料
を
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
滞
納
し
て
い
る
低
所
得
世
帯
に
対
し
、
当
該
滞
納

額
を
貸
し
付
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
高
校
生
に
対
し
て
は
、
各
学
校
に
お
い
て
奨
学
金
事
業
等
を

活
用
し
つ
つ
、
生
徒
の
心
情
に
最
大
限
に
配
慮
し
た
対
応
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
学
ぶ
意
欲
の
あ
る
高
校
生
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

二



る
た
め
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
、
「
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
高
等
学
校
等
生
徒
へ
の
支
援
に
つ
い

て
」
（
平
成
二
十
二
年
二
月
九
日
付
け
二
一
文
科
初
第
五
六
一
号
文
部
科
学
大
臣
政
務
官
通
知
）
を
発
出
し
、
授
業
料
の
減

免
措
置
等
の
施
策
に
つ
い
て
高
校
生
や
保
護
者
等
へ
の
周
知
を
図
る
よ
う
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
各
学
校
に
お
い
て
、
生
徒

や
家
庭
の
実
情
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、
き
め
細
か
な
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
を
求
め
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
に
お
け
る
追
加
募
集
を
含
め
、
高
等
学
校
の
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
各

都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
適
切
に
周
知
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
公
立
の
高
等
学
校
の
入
学
定

員
に
つ
い
て
は
、
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
地
域
の
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
適
切
に
定
め
ら
れ
、
私
立
の

高
等
学
校
の
入
学
定
員
に
つ
い
て
も
、
各
学
校
の
設
置
者
に
よ
っ
て
適
切
に
定
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


